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 国民健康保険関係国庫補助金等の交付申請事務については、従来から事務処理の適正化

について貴管内市町村等に対する指導等格別の御配慮をいただいているところであるが、

本年の会計検査院における令和６年度決算検査報告において、当該交付申請等に係る市町

村等の不適正な事務処理が多数指摘された。 

 このことは、国民健康保険制度の健全な運営を阻害するものであり、当省としては、従

来から通知等により当該事務処理の適正化に努めるよう指導しているところであるが、未

だもって適正な事務処理が行われていない事例が多数あり、多くの指摘を受けるような事

態が生じていることは誠に遺憾である。 

 貴職におかれては、貴管内市町村等に対し会議や研修の開催等による適正な事務処理の

周知や実態調査等を行うことにより現状を十分把握し、実態に沿った個別指導等により事

務処理の適正化を図られたい。 

 また、平成 30年度より都道府県が療養給付費負担金及び財政調整交付金の交付申請・実

績報告等を行っているが、市町村は引き続き、当該負担金等の算定に関する資料作成を行

うため、市町村に対して資料等の確認を十分に行うよう指導するとともに、都道府県にお

いても当該負担金等の算定に当たり確認事務の強化を図られるようお願いしたい。 

 特に、財政調整交付金については、調整対象需要額を過大に算定していたこと、一般被

保険者に係る保険料調定総額を過大に集計していたこと等による過大交付が多数判明して

いる。これらを踏まえ、必要に応じ関係帳簿との突合等を行うことにより、その適正化に

努められたい。 


